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令和６年度    「皆さまから寄せられた提言・提案などへの回答要旨」    3_保険・年金・税・証明 

№ 件名・内容 回答 

１ 

証明書類手数料について 

（内容） 

児童手当の現況届の提出の際に、国家公務員のた

め、住民票及び課税証明書の提出が必要です。民間

企業、上尾市役所職員等は提出の必要ありません。

他の市区町村では児童手当の現況届についての証明

書類の発行手数料を無料としているところも多くあ

ります。是非、上尾市も上記については無料化して

いただきたく思っております。 

 

 

 

 

 

 

【受付 No.】６－２００７ 

【受付日】  令和６年６月１７日 

上尾市では、手数料を減免する場合は被災に伴うと

きや生活保護受給者等が利用するとき、中学生以下の

子どもが学力向上を図るために行政サービスを利用

するとき、その他相当の理由により減免することが必

要であると認められるときに限っており、これらに該

当しない場合、証明書については手数料を徴収する方

針となっております。 

なお、国の省庁等においては、児童手当の認定・審

査のためにマイナンバー情報連携を利用せず、引き続

き受給資格者に「所得証明書」「住民票」を提出するよ

う求めているため、このような状況となっているよう

でございます。 

市民の利便性を高めるため、マイナンバー情報連携

の推進については、機会を捉えて国に要望することも

考えております。 

 

（担当）行政経営課（電話）０４８－７７５－３９６３  

２ 

マイナンバーカード電子証明書更新について 

 

（内容） 

マイナンバーカードの電子証明書の更新手続を市

役所以外でもできるよう希望します。 

 

【受付 No.】６－２０１０ 

【受付日】  令和６年７月８日 

マイナンバーカード関係の手続きの増加に対応す

るために、市役所本庁舎での体制を強化してきまし

た。今後の体制につきましては、ご意見を参考にし、

引き続き手続きの利便性を高めてまいります。 

 

 

 

（担当）市民課（電話）０４８－７８２－９９２２ 


